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○
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
七
年
千
葉
県
規
則
第
三
号
） 

改
正
後 

改
正
前 

 
 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

 
 

（
趣
旨
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
）
及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
等

の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
令
第
百
十
六
号
。
以
下

「
省
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四

年
法
律
第
七
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
六
十
七
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）

及
び
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
国
土

交
通
省
令
第
百
十
六
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

（
書
類
の
提
出
） 

（
削
る
。
） 

第
二
条 

法
、
政
令
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
申
請
書
又
は

届
書
は
、
千
葉
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十

二
年
千
葉
県
条
例
第
一
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
申
請
書
又
は
届
書
に
係
る
マ

ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
の
所
在
地
の
市
町
村
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
除
却
等
の
必
要
性
に
係
る
認
定
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
） 

（
除
却
の
必
要
性
に
係
る
認
定
申
請
書
に
添
付
す
る
書
類
） 

第
二
条 

省
令
第
七
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
第
三
号
の
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書

類
は
、
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が

同
条
第
二
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
事

が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た
者
が
証
す
る
書
類
と
す
る
。 

第
三
条 

省
令
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
の
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
法

第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
が
同
条
第
二
項
第
一
号
の
国

土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
事
が
適
切
で
あ
る
と
認
め
た

者
が
証
す
る
書
類
と
す
る
。 

２ 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
条
第
一
項
の

認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
七
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第

二
号
に
掲
げ
る
構
造
計
算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

２ 

法
第
百
二
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ

う
と
す
る
マ
ン
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
省
令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
構
造
計

算
書
を
添
え
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 
 

（
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
図
書
又
は
書
面
） 

（
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
図
書
又
は
書
面
） 

第
三
条 

省
令
第
七
十
六
条
の
三
十
第
一
項
の
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書

面
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
四
条 

省
令
第
五
十
二
条
第
一
項
の
特
定
行
政
庁
が
規
則
で
定
め
る
図
書
又
は
書
面
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一 

付
近
見
取
図 

一 

付
近
見
取
図 

二 

配
置
図 

二 

配
置
図 
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三 

各
階
平
面
図 

三 

各
階
平
面
図 

四 

立
面
図 

四 

立
面
図 

五 
そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
又
は
書
面 

五 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書
又
は
書
面 

 
 

（
名
義
変
更
届
） 

（
名
義
変
更
届
） 

第
四
条 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
等

（
同
項
に
規
定
す
る
除
却
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九

第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
若
し
く
は
更
新
が
完
了
す
る
前
に
、
当
該

認
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
許
可
を
受
け
た
者
（
以

下
「
許
可
事
業
者
」
と
い
う
。
）
の
名
義
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
認
定
事

業
者
又
は
許
可
事
業
者
は
、
名
義
変
更
届
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
当
該
認
定
又
は
許
可

を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

第
五
条 

法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
又
は
法
第
百
五
条
第

一
項
の
許
可
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
が
完
了
す
る
前
に
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者

（
以
下
「
認
定
事
業
者
」
と
い
う
。
）
又
は
当
該
許
可
を
受
け
た
者
（
以
下
「
許
可
事
業

者
」
と
い
う
。
）
の
名
義
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
後
の
認
定
事
業
者
又
は
許
可

事
業
者
は
、
名
義
変
更
届
（
別
記
第
一
号
様
式
）
に
当
該
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た
こ
と

を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
名
義
変
更
受
理
通
知
書
（
別

記
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
同
項
の
変
更
後
の
認
定
事
業
者
又
は
許
可
事
業
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
と
き
は
、
名
義
変
更
受
理
通
知
書
（
別

記
第
二
号
様
式
）
に
よ
り
同
項
の
変
更
後
の
認
定
事
業
者
又
は
許
可
事
業
者
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

 
 

（
設
計
の
変
更
） 

（
設
計
の
変
更
） 

第
五
条 

許
可
事
業
者
は
、
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
項
の

範
囲
内
に
お
い
て
当
該
許
可
を
受
け
た
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
設
計
変
更

承
認
申
請
書
（
別
記
第
三
号
様
式
）
に
省
令
第
七
十
六
条
の
三
十
第
二
項
の
許
可
通
知
書

及
び
当
該
変
更
に
係
る
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
知
事
に
提
出

し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
六
条 

許
可
事
業
者
は
、
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
事
項
の
範
囲
内
に
お
い

て
当
該
許
可
を
受
け
た
内
容
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
設
計
変
更
承
認
申
請
書
（
別

記
第
三
号
様
式
）
に
省
令
第
五
十
二
条
第
二
項
の
許
可
通
知
書
及
び
当
該
変
更
に
係
る
第

四
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
又
は
書
面
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
は
、
設
計
変
更
承
認
通
知
書
（
別
記

第
四
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
許
可
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
た
と
き
は
、
設
計
変
更
承
認
通
知
書
（
別
記

第
四
号
様
式
）
に
よ
り
当
該
許
可
事
業
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
取
下
げ
届
） 

（
取
下
げ
届
） 

第
六
条 

法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
た
者
又
は
法
第
百
六
十
三

条
の
五
十
九
第
一
項
の
許
可
を
申
請
し
た
者
は
、
知
事
が
当
該
認
定
又
は
許
可
を
す
る
前

に
当
該
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
取
下
げ
届
（
別
記
第
五
号
様
式
）
を
知

事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

第
七
条 

法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
申
請
し
た
者
又
は
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を

申
請
し
た
者
は
、
知
事
が
当
該
認
定
又
は
許
可
を
す
る
前
に
当
該
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
取
下
げ
届
（
別
記
第
五
号
様
式
）
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
取
り
や
め
届
） 

（
取
り
や
め
届
） 

第
七
条 

認
定
事
業
者
又
は
許
可
事
業
者
は
、
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
六
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
除
却
等
又
は
法
第
百
六
十
三
条
の
五
十
九
第
一
項
の
許
可
を
受

第
八
条 

認
定
事
業
者
又
は
許
可
事
業
者
は
、
法
第
百
二
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
マ
ン

シ
ョ
ン
の
除
却
又
は
法
第
百
五
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
を
取
り
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け
た
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
築
若
し
く
は
更
新
を
取
り
や
め
た
と
き
は
、
取
り
や
め
届
（
別
記

第
六
号
様
式
）
に
当
該
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に

届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

や
め
た
と
き
は
、
取
り
や
め
届
（
別
記
第
六
号
様
式
）
に
当
該
認
定
又
は
許
可
を
受
け
た

こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 



（改正後） 

第一号様式（第四条第一項） 

名 義 変 更 届                

     年  月  日  第     号で認定（許可）を受けたマンション

に係る認定事業者（許可事業者）の名義を次のとおり変更したので、マンションの

再生等の円滑化に関する法律施行細則第４条第１項の規定により届け出ます。 

      年  月  日 

 千葉県知事     様 

 

届出者 氏 名                   

  

法人にあっては、名称及び代表者の氏名   

１ 認定事業者又は許可事業者の住

所及び氏名（法人にあっては、主

たる事務所の所在地並びに名称及

び代表者の氏名） 

新 

住所  

氏名  

旧 

住所  

氏名  

２ 認定（許可）を受けたマンショ

ンの位置 
 

３ 備            考  

※ 受  付  欄 ※ 決      裁      欄 ※ 通  知  欄 

年  月  日  年  月  日 

第     号  第     号 

係員氏名   係員氏名  

 注 

  １ 認定事業者の名義を変更する場合には除却等の必要性に係る認定通知書を、許可

事業者の名義を変更する場合には許可通知書を、それぞれ添付してください。 

  ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 

  

（改正前） 

第一号様式（第五条第一項） 

名 義 変 更 届                

     年  月  日  第     号で認定（許可）を受けたマンション

に係る認定事業者（許可事業者）の名義を次のとおり変更したので、マンションの

建替え等の円滑化に関する法律施行細則第５条第１項の規定により届け出ます。 

      年  月  日 

 千葉県知事     様 

 

届出者 氏 名                   

  

法人にあっては、名称及び代表者の氏名   

１ 認定事業者又は許可事業者の住

所及び氏名（法人にあっては、主

たる事務所の所在地並びに名称及

び代表者の氏名） 

新 

住所  

氏名  

旧 

住所  

氏名  

２ 認定（許可）を受けたマンショ

ンの位置 
 

３ 備            考  

※ 受  付  欄 ※ 決      裁      欄 ※ 通  知  欄 

年  月  日  年  月  日 

第     号  第     号 

係員氏名   係員氏名  

 注 

  １ 認定事業者の名義を変更する場合には除却の必要性に係る認定通知書を、許可事

業者の名義を変更する場合には許可通知書を、それぞれ添付してください。 

  ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 



（改正後） 

第二号様式（第四条第二項） 

名 義 変 更 受 理 通 知 書                

     年  月  日  第     号で認定（許可）されたマンションに

係る認定事業者（許可事業者）の名義の変更の届出を受けましたので、マンション

の再生等の円滑化に関する法律施行細則第４条第２項の規定により通知します。 

 通知番号      第     号 

 通知年月日     年  月  日 

 

            様 

 

千葉県知事        □印   

１ 認定事業者又は許可事業者の住

所及び氏名（法人にあっては、主

たる事務所の所在地並びに名称及

び代表者の氏名） 

新 

住所  

氏名  

旧 

住所  

氏名  

２ 認定（許可）を受けたマンショ

ンの位置 
 

３ 備            考  

 注 この通知書は、除却等の必要性に係る認定通知書（許可通知書）につづり込んでお

いてください。 

  

（改正前） 

第二号様式（第五条第二項） 

名 義 変 更 受 理 通 知 書                

     年  月  日  第     号で認定（許可）されたマンションに

係る認定事業者（許可事業者）の名義の変更の届出を受けましたので、マンション

の建替え等の円滑化に関する法律施行細則第５条第２項の規定により通知します。 

 通知番号      第     号 

 通知年月日     年  月  日 

 

            様 

 

千葉県知事        □印   

１ 認定事業者又は許可事業者の住

所及び氏名（法人にあっては、主

たる事務所の所在地並びに名称及

び代表者の氏名） 

新 

住所  

氏名  

旧 

住所  

氏名  

２ 認定（許可）を受けたマンショ

ンの位置 
 

３ 備            考  

 注 この通知書は、除却の必要性に係る認定通知書（許可通知書）につづり込んでおい

てください。 



（改正後） 

第三号様式（第五条第一項） 

（表面） 

設 計 変 更 承 認 申 請 書                

     年  月  日  第     号で許可を受けた内容について、次の

とおり設計変更したいので、マンションの再生等の円滑化に関する法律施行細則第

５条第１項の規定によりその承認を申請します。 

 この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

      年  月  日 

 千葉県知事     様 

 

申請者 住 所                  

氏 名                  

法人にあっては、主たる事務所の所在
地並びに名称及び代表者の氏名

   

１ 設 計 者 資 格         

  住 所 氏 名         

  建築士事務所名         

 

（  ）建  築  士（  ）登録 第   号 

  

（  ）建築士事務所（  ）登録 第   号 

電話番号          

２ 

敷地の

位置 

イ 地名地番  

ロ 用途地域  ※ その他の区

域・地域・地区 

 

ハ 防火地域 防火・準防火・指定なし  

 

変更前の申請部分 変更後の申請部分 申請に

よる増

減 

※ 敷
地面
積と
の比 

申請部分 
申請以外

の部分 
合 計 申請部分 

申請以外

の部分 
合 計 

３ 

敷地面積 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 
 

４ 

建築面積 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

％ 

 

５ 

延べ面積 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

％ 

 

６ 

変更箇所 

変更前の設計 変更後の設計 理由 

   

※ 受  付  欄 ※ 決      裁      欄 ※ 承  認  欄 

年  月  日  年  月  日 

第     号  第     号 

係員氏名   係員氏名  

 

（改正前） 

第三号様式（第六条第一項） 

（表面） 

設 計 変 更 承 認 申 請 書                

     年  月  日  第     号で許可を受けた内容について、次の

とおり設計変更したいので、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則

第６条第１項の規定によりその承認を申請します。 

 この申請書及び添付図書に記載の事項は、事実に相違ありません。 

      年  月  日 

 千葉県知事     様 

 

申請者 住 所                  

氏 名                  

法人にあっては、主たる事務所の所在
地並びに名称及び代表者の氏名

   

１ 設 計 者 資 格         

  住 所 氏 名         

  建築士事務所名         

 

（  ）建  築  士（  ）登録 第   号 

  

（  ）建築士事務所（  ）登録 第   号 

電話番号          

２ 

敷地の

位置 

イ 地名地番  

ロ 用途地域  ※ その他の区

域・地域・地区 

 

ハ 防火地域 防火・準防火・指定なし  

 

変更前の申請部分 変更後の申請部分 申請に

よる増

減 

※ 敷
地面
積と
の比 

申請部分 
申請以外

の部分 
合 計 申請部分 

申請以外

の部分 
合 計 

３ 

敷地面積 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 
 

４ 

建築面積 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

％ 

 

５ 

延べ面積 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

％ 

 

６ 

変更箇所 

変更前の設計 変更後の設計 理由 

   

※ 受  付  欄 ※ 決      裁      欄 ※ 承  認  欄 

年  月  日  年  月  日 

第     号  第     号 

係員氏名   係員氏名  

 



（改正後） 

第四号様式（第五条第二項） 

設 計 変 更 承 認 通 知 書                

     年  月  日  第     号で許可した内容の変更は、マンショ

ンの再生等の円滑化に関する法律施行細則第５条第１項の規定により承認したので

通知します。 

 承認番号      第     号 

 承認年月日     年  月  日 

 

            様 

 

千葉県知事        □印   

１ 設 計 者 資 格         

  住 所 氏 名         

  建築士事務所名         

 

（  ）建  築  士（  ）登録 第   号 

  

（  ）建築士事務所（  ）登録 第   号 

電話番号          

２ 

敷地の

位置 

イ 地名地番  

ロ 用途地域  その他の区域・地

域・地区 

 

ハ 防火地域 防火・準防火・指定なし  

 

変更前の申請部分 変更後の申請部分 申請に

よる増

減 

敷地面
積との
比 申請部分 

申請以外

の部分 
合計 申請部分 

申請以外

の部分 
合計 

３ 

敷地面積 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 
 

４ 

建築面積 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

％ 

 

５ 

延べ面積 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

％ 

 

６ 

変更箇所 

変更前の設計 変更後の設計 理由 

   

 注 この通知書は、許可通知書へつづり込んでおいてください。 

  

（改正前） 

第四号様式（第六条第二項） 

設 計 変 更 承 認 通 知 書                

     年  月  日  第     号で許可した内容の変更は、マンショ

ンの建替え等の円滑化に関する法律施行細則第６条第１項の規定により承認したの

で通知します。 

 承認番号      第     号 

 承認年月日     年  月  日 

 

            様 

 

千葉県知事        □印   

１ 設 計 者 資 格         

  住 所 氏 名         

  建築士事務所名         

 

（  ）建  築  士（  ）登録 第   号 

  

（  ）建築士事務所（  ）登録 第   号 

電話番号          

２ 

敷地の

位置 

イ 地名地番  

ロ 用途地域  その他の区域・地

域・地区 

 

ハ 防火地域 防火・準防火・指定なし  

 

変更前の申請部分 変更後の申請部分 申請に

よる増

減 

敷地面
積との
比 申請部分 

申請以外

の部分 
合計 申請部分 

申請以外

の部分 
合計 

３ 

敷地面積 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 
 

４ 

建築面積 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

㎡ 

 

％ 

 

５ 

延べ面積 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

㎡ 

（ ㎡） 

％ 

 

６ 

変更箇所 

変更前の設計 変更後の設計 理由 

   

 注 この通知書は、許可通知書へつづり込んでおいてください。 

 



（改正後） 

第五号様式（第六条） 

取 下 げ 届                

     年  月  日  第     号で提出した除却等の必要性に係る認

定申請書（許可申請書）を取り下げたいので、マンションの再生等の円滑化に関す

る法律施行細則第６条の規定により届け出ます。 

      年  月  日 

 千葉県知事     様 

 

届出者 住所                   

氏名                   

法人にあっては、主たる事務所の所在
地並びに名称及び代表者の氏名

   

１ 敷地の地名地番          

２ 取 下 げ の 理 由          

※ 受  付  欄 ※ 決      裁      欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日  年  月  日 

第     号  係員氏名 

係員氏名    

 注 ※印のある欄には、記入しないでください。 

  

（改正前） 

第五号様式（第七条） 

取 下 げ 届                

     年  月  日  第     号で提出した除却の必要性に係る認定

申請書（許可申請書）を取り下げたいので、マンションの建替え等の円滑化に関す

る法律施行細則第７条の規定により届け出ます。 

      年  月  日 

 千葉県知事     様 

 

届出者 住所                   

氏名                   

法人にあっては、主たる事務所の所在
地並びに名称及び代表者の氏名

   

１ 敷地の地名地番          

２ 取 下 げ の 理 由          

※ 受  付  欄 ※ 決      裁      欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日  年  月  日 

第     号  係員氏名 

係員氏名    

 注 ※印のある欄には、記入しないでください。 

 



（改正後） 

第六号様式（第七条） 

取 り や め 届                

     年  月  日  第     号で認定（許可）を受けたマンション

の除却等（建築・更新）を取りやめたので、マンションの再生等の円滑化に関する

法律施行細則第７条の規定により届け出ます。 

      年  月  日 

 千葉県知事     様 

 

届出者 住所                   

氏名                   

法人にあっては、主たる事務所の所在
地並びに名称及び代表者の氏名

   

１ 敷地の地名地番          

２ 取りやめの理由          

※ 受  付  欄 ※ 決      裁      欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日  年  月  日 

第     号  係員氏名 

係員氏名    

 注 

  １ 認定を受けたマンションの除却等を取りやめた場合には除却等の必要性に係る認

定通知書を、許可を受けたマンションの建築又は更新を取りやめた場合には許可通

知書を、それぞれ添付してください。 

  ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 

  

（改正前） 

第六号様式（第八条） 

取 り や め 届                

     年  月  日  第     号で認定（許可）を受けたマンション

の除却（建築）を取りやめたので、マンションの建替え等の円滑化に関する法律施

行細則第８条の規定により届け出ます。 

      年  月  日 

 千葉県知事     様 

 

届出者 住所                   

氏名                   

法人にあっては、主たる事務所の所在
地並びに名称及び代表者の氏名

   

１ 敷地の地名地番          

２ 取りやめの理由          

※ 受  付  欄 ※ 決      裁      欄 ※ 決 裁 年 月 日 

年  月  日  年  月  日 

第     号  係員氏名 

係員氏名    

 注 

  １ 認定を受けたマンションの除却を取りやめた場合には除却の必要性に係る認定通

知書を、許可を受けたマンションの建築を取りやめた場合には許可通知書を、それ

ぞれ添付してください。 

  ２ ※印のある欄には、記入しないでください。 
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